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令和６年度 第１回犯罪のないまちづくり推進協議会 会議録 

 

日時 令和６年９月５日（木）１０：００～１１：３４ 

場所 分庁舎２階 大会議室 

出席委員 前川委員、山本委員、高谷委員、國司委員、三橋委員、瀬良委員、高松

委員、大木委員、田辺委員、上田委員、大川原委員、中山（信）委員、

戸村委員、四本委員 

欠席委員 中山（廣）委員 

講師 公益社団法人千葉犯罪被害者支援センター 長谷川氏 

事務局 市民活動推進課 小川課長、三浦副主幹、石田主査、柏原 

傍聴者 なし 

 

[会議次第] 

１ 開 会 

 

２ 会長あいさつ 

 

３ 担当職員紹介 

 

４ 議 題 

（１） 令和６年度における防犯事業の現状と取組について 

     資料１：富里市内 犯罪の発生状況（刑法犯認知件数） 

     資料２：大字別犯罪発生件数（令和６年７月暫定） 

     資料３：令和６年度における防犯事業の取組について 

（２） 犯罪被害者等支援について 

  資料４：犯罪被害者支援の取組等について 

   講演「犯罪被害者支援の取組等について」 

   講師：公益社団法人千葉犯罪被害者センター 

      犯罪被害者支援チーフコーディネーター  長谷川 謹二 氏 

  資料５：犯罪被害者等の支援に向けた取組について 

  資料６：犯罪被害に特化した条例の構成等（案） 

 

５ その他 

 

６ 閉 会  
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【会議概要】 

 

 

 

 

会長 

 

 

事務局 

 

 

 

Ａ委員 

 

 

事務局 

 

会長 

 

 

 

 

Ｂ委員 

 

 

 

 

 

Ａ委員 

 

 

 

 

Ｂ委員 

 

 

 

 

 

次第４ 議題 令和６年度における防犯事業の現状と取り組み

について 

 

それでは、議題の令和６年度における防犯事業の現状と取組につ

いて、事務局から説明をお願いします。 

 

資料１により令和６年の富里市内の犯罪発生状況（刑法犯認知件

数）の推移を説明 

資料２により令和６年の大字別犯罪発生件数と現状を説明 

 

富里市の犯罪発生状況説明後、最新の犯罪の動向や警察での動き

などを説明 

 

資料３により令和６年度における防犯事業の取組について説明 

 

ただいま、事務局から令和６年度における防犯事業の現状につい

てのご説明がありました。 

 ご意見、ご質問等ございましたら挙手をお願いします。 

 

 

 先日、成田警察署の方に更生保護女性会で講演をしていただき、

とても内容が良かったですけれど、その中に犯罪として注意してい

かなければいけないということで、露出による被害があるという話

をしていただきましたが、その中で富里市刑法別犯罪数年次推移の

ところには、そのような犯罪に関する推移はあるのでしょうか。 

 

 前兆事案については発生件数には計上されていないですが、公然

わいせつに関しては包括罪種に計上され、最終的には被害者が被害

届を出す意思の有無によります。ですので、今回の場合では、犯罪

発生の恐れのあるものとして、前兆事案に計上しています。 

 

 我々の住む団地でも犯罪に注意するようにと回覧が来ました。更

生保護女性会として２、３年前から「ながら見守り隊」をやってい

ます。防犯の見守りではありますが、婦人の方々が普段の生活をし

ながら見守りをして、犯罪に対して注意をしていく活動をしていく

よう推進をしています。このような活動をする上で何か補助金が出

る制度はあるのでしょうか。 
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会長 

 

 

 

事務局 
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事務局 

 

 

 

 千葉県でながら防犯に関するチラシがあり、そこに詳細が書かれ

ているので後ほどその資料をお渡しいたします。 

 

 更生保護女性会の皆さんで意識を持って取り組んでいきたいの

で、制度を充実させたいと思います。 

 

 ほかに御意見ございますでしょうか。 

特に無いようですので、次の議題に移らせていただきます。 

 

議題（２）犯罪被害者等支援について 

 

議題（２）犯罪被害者等支援についてですが、本日は、公益社団

法人千葉県犯罪被害者支援センターの犯罪被害者支援チーフコー

ディネーター長谷川様をお招きしており、「犯罪被害者支援の取組

等について」の講演をお願いしております。議題の「犯罪被害者等

支援について」を議論するにあたり、参考にさせていただきたいと

思います。それでは、長谷川様、よろしくお願いいたします。 

 

 資料４により犯罪被害者支援について説明 

 

 長谷川様ありがとうございました。ご質問につきましては、次の

資料５、６の説明の後、一括してお受けしたいと思います。 

それでは、資料５、６の説明を事務局からお願いします。 

 

 資料５により犯罪被害者等の支援に向けた取組について、資料６

により犯罪被害に特化した条例の構成等（案）を説明 

 

 ただいま、事務局から、犯罪被害者等支援についての説明があり

ました。先ほどの長谷川様のご講演の内容も含め、ご意見、ご質問

等ございましたら挙手をお願いします。 

 

 資料６の支援の制限についてどのようなケースを想定されてい

ますか。犯罪等を誘発した場合というのはどのようにして見分ける

のでしょうか。県の条例には制限が見られないのですが。 

 

 そのケースについては、被害者側にも原因がある場合や被害届や

傷病の状況によって支援金等は考えていきたいと思っています。 
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実際に事件の捜査が進んだ上で万が一、冤罪が発生した場合に対応

できるように制度を設けたいと考えています。被害に遭われた直後

でかなり精神的負担が大きいと思いますので、実際に事件の結果が

裁判で出る前に支援を始めていけるように、被害届や病院の診断書

を元に支援を始めたいというところで、後に冤罪が発生したときに

対応できるようにするために、記載させています。 

 

 立沢台のＤといいます。資料５の支援の取組にある相談及び情報

の提供とありますが、市民活動推進課が窓口となって相談を受ける

ということでよろしいのでしょうか。 

 

 現状、市民活動推進課が犯罪被害者支援を担当していますので、

我々の方での対応や犯罪被害者センターと連携しながら情報の提

供等をして犯罪被害者支援の窓口として業務をしていきます。 

 

 先ほどの講演に関しまして、我々市民個人として犯罪被害者に直

接声を掛けても良いのでしょうか。今まで３件程話を受けたことが

ありますが、話をする際に言葉を選んでいかないとできないため話

を聞くことしかできませんでした。他に何かできることはあるので

しょうか。 

 

 被害者にとって孤立してしまうことが二次被害となってしまい

本人の回復を阻害してしまうため、周りの方が精神的症状を理解し

てあげることが大事です。また本人が誰かに話したいこともありま

すので、その時には同意してあげるなど寄り添う気持ちを聞いてあ

げること被害者支援になりますので、理解を示しながら接するのが

大事です。 

 

 他に質問はございますでしょうか。 

 

県の条例第２０条に保健医療サービス及び福祉サービスの提供

について、富里市の支援等の中にはそういった支援やサービスは網

羅されているのでしょうか。 

 

 まだ具体的には決めていないですが、条例の中で資料６の５番、

支援の取組等の項目に支援金等の支給と記載していますので、その

項目に新たなサービスを追加する予定です。また、既に犯罪被害者

支援センターで実施している保育や介護サービスなどがあるので、

そのような相談があった際は、事務局が窓口となってお繋ぎして必
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要なサービスを受けていただくといった対応を取っていくよう考

えています。 

 

 犯罪被害者がサービスを必要とした場合は、支援金等の支給だけ

でなく、サービスの提供や相談による支援も提供しているのでしょ

うか。 

 

 相談があった際は、市で行っているサービスを必要とされている

方に担当課へお繋ぎしてサービスを受けてもらうことや、他の機関

に相談して適切な支援を提供できるよう考えています。 

 

 犯罪被害者支援は非常に難しいものが多いので、担当課に相談が

あった場合はしっかりとした対応をしていただけるようお願いい

たします。 

 

 他に質問はございますでしょうか。 

 

 詐欺被害に関しての支援はありますでしょうか。 

 

 犯罪被害者センターでは、身体的な被害に遭われた方への支援を

対象としています。そのため、詐欺に関する支援は行っていないの

ですが、問い合わせは多くあります。その際は警察へ届け出や他の

行政機関に問い合わせるよう案内をしています。 

 

 他に質問はございますでしょうか。無いようであれば、これで議

事を終了とし、進行を事務局へお返しします。 

 

 次第５ その他 

それでは次第５ その他についてですが、事務局からは特にござ

いませんが、委員の皆様から何かございますでしょうか。 

 

 資料２の大字別犯罪発生件数について、令和５年日吉台３丁目で

空き巣が空欄になっていますが、１件非常に特異なものがありまし

た。 

 

 資料２に関しては、毎日配信している防犯メールを元に作成して

います。後ほど確認させていただきます。 
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Ｃ委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 参考までに、二年前は空き巣が２件ありました。手口としては、

脚立を使って２階へ上り、二重ガラスを打ち破って侵入して金品を

盗んで玄関から出ていったといいます。居住者が帰って来るとドア

が開いており、２階の窓ガラスが割れていたことに気づいたそうで

す。もう１件は、事件発生後４ヶ月後に捕まったそうで、犯人は土

浦出身の２０代で、最後は取手警察に捕まったそうです。 

 

その他、委員の皆様から何かございますでしょうか。 

それでは、以上を持ちまして令和６年度第１回富里市犯罪のない

まちづくり推進協議会を閉会いたします。 

長時間にわたり、ありがとうございました。 

～閉会～ 

 


